（R06　夏　大障教　専門部）

項目１２（１０）②

○　初任者研修及び10年経験者研修については、教育公務員特例法の定めるところにより、任命権者に研修の実施が義務付けられており、府教育庁としては、その内容の充実に努めているところ。

○　平成28年度から、「学び続ける教員の育成」や「理論と実践の往還によるＯＪＴの推進」等をめざして研修体系の見直しを行った。

○　その結果、初任者研修については、全25回のうち４回分を２～４年次研修（インターミディエイトセミナー）に移行している。10年経験者研修については、希望により最大９回分を５～９年次研修（アドバンストセミナー）として前倒しで受講できるようにするなど、受講時期の弾力化を図っている。

○　また、小・中・支援学校初任者研修では２回分を、インターミディエイトセミナーでは１回分を、アドバンストセミナーでは最大３回分を、更に10年経験者研修では４回分を、教育センターでの研修から学校での実践研修とした。

○　今後も、研修をより効果的で充実したものにするため、研修内容や研修方法の工夫を図ってまいる。

項目１２（８）④

○　調理業務委託にあたっては、契約業務の開始から給食開始までの間に準備・確認すべき消耗品の準備や、衛生管理上必要となる施設・設備の確認、必要書類の確認、各作業ごとの衛生管理のポイント等をチェックリストにしたものを事業者に配布し、給食開始までのスケジュールに合わせてチェックするよう指導しているところ。

○　今後も、契約開始時から給食開始までの期間を含め、給食管理・衛生管理について栄養教諭の負担が少しでも軽減されるよう、学校とも相談しながら検討を進めてまいる。
　
項目３（６）

※非常勤看護師（下線部）のみ回答

○　特別非常勤講師（看護師）については、常勤職員の給与改定の取扱いに準じて報酬額の改定を行っているところ。

項目３（５）

※下線部のみ回答

〇　職員の給与格付けについては、職務給の原則に基づき決定しているところ。

○　高等学校等教育職給料表の２級は総括実習助手等の職務の級とされており、実習助手等に適用することは困難である。

項目３（６）

※下線部（臨時技師（看護師））のみ回答

〇　臨時技師（看護師）の給与については、給与条例等に基づき、知事部局と同様の処遇としているところ。

○　臨時技師（看護師）が泊行事に従事した場合について、新たに手当の創設を行うことは、地方自治法の規定から困難である。

項目５（２）⑤、５（３）

○　特別休暇については、より府民理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施しているところ。
なお、令和２年４月より子育て部分休暇、不妊治療休暇の導入等を、令和４年４月より出生サポート休暇の導入等を、同年10月からは育児休業等に関する勤務制度の拡充を行ったところ。

○　今後とも、勤務条件等、特に母性保護や子育てに関する特別休暇等の制度運用が、適正に行われるよう指導するとともに、子育て中の職員をはじめ、すべての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいりたいと考えている。


項目８

○　府立学校における働き方改革をすすめるため、令和５年７月に教員を対象とするアンケート調査を実施し、業務の状況等を把握するとともに長時間勤務の要因に関する分析を行い、その結果や今後の取組についてとりまとめ、令和６年２月に公表したところ。

〇　分析の結果を踏まえ、時間外在校等時間の縮減と教員の意識改革に取り組んでまいる。

〇　併せて、ＩＣＴを活用した校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組むことで、教員の負担軽減とワークライフバランスを実現させてまいる。

項目１２（１）⑦

※下線部のみ回答

〇　給与制度の改正等については、随時通知や市町村教育委員会の担当者会議等で周知するとともに、適切な事務執行のため、給与制度にかかる各種手引等についても、更新しているところ。

項目３（５）

○　総括実習教員及び総括寄宿舎指導員については、実習教員及び寄宿舎指導員の業務を総括する職と位置付け、取りまとめ等を行うこととしているため、職の任用数に一定の制限を設けざるを得ないと考えている。

項目１０

○　障がいのある教職員に対する「合理的配慮」に関しては、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。

項目１１（２）②③

○　事務職員については、標準法に基づく配置を基本として学校の実情も考慮しながら配置を行っているところ。

○　事務処理体制については、校長ヒアリング等を通じ、事務室の状況把握に努めており、学校運営に支障をきたさないよう、適切に対応してまいる。

項目１１（６）

○　寄宿舎指導員の採用については、今後の寄宿舎の運営方針を踏まえ、その可否を判断してまいりたい。

項目１２（１）③

○　事務職員の病気休暇等の代替者については、これまでも学校において適切に確保いただいているところ。

項目１２（８）①

○　栄養教諭・栄養職員に代替措置が必要となった場合には、これまでも、校長・准校長と協力し、代替職員の確保に努めてきたところ。

○　また、各市町村教育委員会に対しても、代替職員の紹介を依頼するなど、様々な手立てを講じることで、速やかな代替職員の確保に努めてきたところ。

○　なお、栄養教諭の病休や産休等に伴う臨時的任用教職員については、学校教育法上、栄養教諭に準じる職務を行う職の規定がないことから、臨時的任用の臨時技師（栄養士）を配置させていただくことになる。

〇　併せて、令和６年６月より、大阪府ホームページにおいて、臨時技師（栄養士）希望者を対象とした登録を受け付けている。
　　登録者の募集については、ホームページでの周知や教員採用選考会場でのチラシ配架等により周知しているところ。

○　加えて、年度途中の代替者確保が困難な状況を踏まえ、今年度より、産育休代替の前倒し任用の対象に栄養教諭を追加したほか、代替任用の例外的な運用もこの夏より新たに試行実施していることころ。

○今後とも、代替職員の速やかな確保に努めてまいる。


項目１２（８）②③

○　妊娠中の栄養教諭に対する職務軽減については、軽減措置期間を妊娠判明時から産休に入るまでとして、非常勤補助員を措置することとしているところ。

○　また、栄養教諭の育児短時間勤務時の代替措置については、非常勤補助員を配置することとしている。

項目１４（５）

○　学校における年度途中の欠員や産育休の取得に対する代替措置については、学校運営に支障が生じないよう必要な措置を講じているところ。

○　しかしながら、候補者が見つからず、必要な講師が速やかに配置されず、欠員となっている状況があることは、重く受け止めているところ。

○　府教委では、講師の充足状況を毎月、各学校長等から聞き取り、新規講師登録者や現在任用されていない講師登録者の情報を逐次共有するなど、各学校と連携、協力し、代替講師の速やかな配置に努めているところ。

○　また、講師登録に係る各種広報活動の拡充・充実に取り組むとともに、ペーパーティーチャーを対象とした研修（教員スタートアッププログラム）を実施するなどして、人材の確保に努めているところ。

○　加えて、年度途中の講師確保が困難な状況が続いていることを踏まえ、産育休代替の前倒し任用を実施しているほか、代替任用の例外的な運用をこの夏から新たに試行実施しているところ。

○　今後とも、各学校と連携、協力して必要な講師等の配置に努め、適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。

項目１５（５）

○　府教育庁としては、定数の範囲においては、基本は、正規教員が担うものと考えている。

○　採用予定数については、児童生徒数や教職員の退職者数、再任用者数、国の定数改善の動向を踏まえつつ、バランスのとれた年齢構成や教育水準の維持、教育課題への対応に配慮しながら、中長期的な視点も加味し、毎年度決定している。

○　新規採用者数については、これまでも採用予定数に見合うよう確保に努めてきたところ。

○　今後とも可能な限り新規採用者を確保するとともに、各学校の実情等を勘案し、教職員の配置を行うなど、適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。

項目６

○　学校管理費については、従前から各学校のご意見も伺いながら、実情・実態に即した配分に努めてきたところ。

○　生徒の安全確保のため、授業以外のクラブ活動や行事などの学校活動も含め、学校長が必要と判断する場合は、各校の実情に即した空調設備の運用をお願いしており、予算に不足が生じる場合は必要額を措置している。
　　今年度に関しても昨年度に引続き原油価格高騰の影響はあるが、光熱費は必要額を各学校に措置している。

○　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも学校運営に支障が生じないよう、必要な予算額の確保に努めてまいりたい。

項目１２（１４）

①　当該委託料については、「技師代替業務としての清掃業務等に係る経費」とする趣旨と積算に基づき、例年該当校へ配当しているところ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②　厳しい財政状況の中であり大幅な増額は困難であるが、今後とも必要な予算額の確保に努めてまいりたい。

③　当該予算の取扱いについては、例年暫定予算配当時、上期予算配当時に通知文により特筆して説明しているところであるが、今後一層の周知に努めてまいる。

④　中高木の剪定等について、既存の学校予算が不足する場合は、実情に即した予算配分に努めてまいる。
厳しい財政状況の中であり大幅な増額は困難であるが、今後とも必要な予算額の確保に努めてまいりたい。
